
委 託 説 明 書 

委 託 名 公共下水道管きょ調査委託(全国特別重点調査その 1) 

委 託 概 要 特殊大口径テレビカメラ調査 5,951.4m 

【委託内容】 
本業務は、下水道管路施設の機能保全並びに適切な維持管理に資するため、

特殊大口径テレビカメラ調査により損傷劣化の程度を調査し、その結果を整理
し報告するものである。 

調査対象範囲は、別紙位置図に示すとおりとする。 

１ 配布図書 
１) 設計図書(契約条件になるもの) 

・委託説明書             一式 
・仕様書・特記仕様書         一式 

 ２) 設計図書(契約条件にならないもの) 
・設計書(単価抜き)単価表まで     一式 
・登録単価一覧表、総量集計表     一式 
・調査対象管きょ一覧表        一式 

２ 施工条件の明示 
 １) 作業時間 
  ・交通管理者又は施設管理者の許可条件以外に、時間帯による作業場の制約は

ないものとする。 
 ２) 安全対策 
  ・作業中は、人孔蓋を常時開口し換気を行うこと。また、転落防止対策を講じ

ること。 
  ・作業帯に係る保安施設については、「道路工事現場における保安施設の基準」

及び「保安施設標準様式図」を参照すること。 
 ３) 交通規制等 
  ・交通規制等は、交通管理者及び施設管理者との協議又は許可条件に基づき実

施し、日々開放すること。 

３ その他 
 １) 設計変更協議 

・現場精査の結果、調査対象箇所の環境条件等が特殊であった場合や、交通
管理者及び施設管理者との協議・調整により特別な指示がなされ条件に変
更が生じた場合は、設計変更協議の対象とする。 

 
以 上   



汚水管：L=3,688.9m

合流管：L=2,262.5m
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第１章 総  則 

 

第１ 適用の範囲 

１ 本仕様書は、「公共下水道管きょ調査委託（全国特別重点調査その１）」（以下「本

業務」という。）に適用する。 

２ 本仕様書に明記なき事項については、「相模原市土木工事共通仕様書」、「相模原

市土木工事共通特記仕様書」に準拠すること。 

３ 本仕様書に疑義が生じた場合は、監督員と協議またはその指示に従うこと。 

 

第２ 目的 

本業務は、「下水道管路の全国特別重点調査について（依頼）（令和７年３月１８

日国土交通省水管理・国土保全局下水道事業課事業マネジメント推進室長事務連絡）」

に基づき、特殊大口径ＴＶカメラ調査や潜行目視調査により損傷劣化の程度を調査し、

その結果を整理し報告することを目的とする。 

 

第３ 成果の所有等 

   調査に伴って得られた資料及び成果は当市の所有とする。また、調査の成果等は、

当市の承諾なしに公表しないこと。 

 

第４ 業務履行場所 

   相模原市南区南台３丁目ほか地内とし、調査対象範囲は、別紙位置図のとおりとす

る。 

 

第５ 業務期間 

   業務期間は、契約締結日より令和８年３月２３日までとする 

 

第２章 安全管理 

 

第１ 一般事項 

１ 現場内は、全面禁煙とする。また、裸火を使用することは厳禁とする。 

２ 受注者は、公衆災害、労働災害及び物損等の未然防止に努め、「労働安全衛生法」、「酸

素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の定めるところに従い、

その防止に必要な措置を十分に講ずること。 

３ 作業中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨出水、地震等が発生した場合には、直ちに

対処できるような対策を講じておくこと。 

４ 事故防止を図るための安全管理については、受注者の責任において実施すること。 
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第２ 労働災害防止 

１ 現場の作業環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検を行い、

作業に従事する者の安全を図ること。 

２ 下水道管路施設内での作業は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の指示に従い、酸

素欠乏空気、有害ガス等の有無を作業開始前と作業中は常時調査し、換気等事故防止に必

要な措置を講ずるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。 

  なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、監督員が提示を求めた場合はそ

の指示に従うこと。 

３ 作業中、酸素欠乏空気、有害ガス等が発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずるとと

もに、監督員及びその関係機関に緊急連絡を行い、その指示により適切な措置を講ずるこ

と。 

４ 資格を必要とする作業等を実施する場合は、必ず有資格者を配置すること。 

 

第３ 公衆災害防止 

１ 受注者は、業務履行箇所を管轄する関係警察署の許可を取得するため、業務契約後に自

らの負担で「道路使用許可申請書」の作成を含む申請手続を行い、調査業務に着手するこ

と。 

 ２ 作業中は、交通誘導員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。 

３ 作業に伴う交通誘導員及び保安対策は、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。 

 

第４ その他 

 １ 万一事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、直ちに監督員及び関係官公署に

報告するとともに、速やかに必要な措置を講ずること。 

 ２ 前項報告後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面

により報告すること。 

 

第３章 調査工 

 

第１ 一般事項 

 １ 受注者は、業務計画書に調査箇所、調査順序等を定め、事前に監督員に報告した上

で、調査に着手すること。 

２ 作業に当たり、交通規制を必要とする場合は、受注者が所轄警察署の許可を受け、

許可条件を厳守すること。 

３ 作業終了時においては、作業現場を清掃し、下水道管路施設及び通行に支障のない

ようにするとともに、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出すること。 
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４ 人孔蓋を閉める際は、受枠等に付着しているゴミを除去し、ガタつきや段差が発生

しないよう処理すること。なお、必要により蓋の間隙に充填材（セロシール）を使用

すること。 

５ 監督員が事故防止上危険と判断した場合は、調査の一時中止を命ずることがある。 

６ 異常事態により作業の続行が困難になった場合は、すみやかに監督員に報告し、指

示を受けること。また、その原因を把握すること。 

 

第２ 調査工 

 １ 業務計画書 

   受注者は、調査に当たり、事前に次の事項を記載した業務計画書を提出すること。 

（１） 調査概要 

（２） 工程表 

（３） 現場組織（職務分担、緊急連絡体制等） 

（４） 調査計画（使用機器、調査方法、実施工程等） 

（５） 安全計画（道路保安対策、酸素欠乏空気・有毒ガス対策、酸素欠乏危険作業主者

届等） 

（６） その他（監督員の指示する事項） 

２ 調査機材（主に特殊大口径テレビカメラによる調査の際に使用するもの） 

（１）高感度ズーム式カメラ、大型照明装置、計測用４点レーザー等を搭載し、大口径管

渠内でも鮮明な画像が得られるテレビカメラユニットを使用すること。 

（２）管渠内の支障箇所については４点レーザーポインターを用いた画像をデジタル処理

し、クラック幅などを１㎜ 単位で計測して確認できるものを使用すること。 

（３）調査対象管渠の最大スパン延長に対応可能な調査機材を使用すること。 

（４）調査に使用する機材は、常に点検し、整備をしておくこと。 

３ 調査時間 

  調査にあたっては、道路使用許可条件を厳守すること。 

４ 特殊大口径テレビカメラによる調査 

（１）本管の調査は、原則として上流から下流に向け、特殊大口径テレビカメラを移動さ

せながら行うこと。 

 （２）本管の調査にあたっては、管種、管径、管の破損、継手部の不良、クラック、取付

け管口、管のたるみ・蛇行、取付け管の突き出し、油脂の付着、木の根の浸入、浸

入水等について異常の程度を確認し、全区間について撮影（カラー）し、ＤＶＤ等

に収録すること。異常箇所、取付け管口等の必要箇所については、側視撮影（カラ

ー）した上で、鮮明な画像をＤＶＤ等に収録すること。 

  （３）本管内の異常箇所の位置表示は、上流側マンホール中心からの距離とし、正確に測

定すること。 
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（４）取付け管部の異常箇所の位置表示は、上流側マンホールの中心からの距離とする。 

（５）管きょ内に異常が発見された場合は、異常箇所を拡大した画像（カラー）を保存す

るものとする。 

（６）調査する本管の上流側マンホールから下流側マンホールに向かった地上部の全景

写真を撮影し、整理すること。 

（７）「下水道維持管理指針 実務編 ２０１４年版（日本下水道協会）」に基づく緊

急度を判定し、別紙の「本管調査集計表」に入力すること。 

 ５ 目視による調査（潜行目視調査） 

   本管内に調査員が入り、管路施設の布設状況、土砂等の堆積状況、管の破損、継手部の

不良、管壁のクラック、取付け管口、管のたるみ・蛇行、取付け管の突き出し、油脂の付

着、木の根の侵入、浸入水等について異常の程度を確認し、写真撮影（カラー）を行うも

のとする。本管内の異常箇所の位置表示は、上流側マンホール中心からの距離とする。 

   写真撮影（カラー）は、調査年月日、調査場所、異常内容等を明記した黒板を入れて撮

影すること。 

   なお、調査内容は、特殊大口径テレビカメラによる調査に準ずるものとする。 

 ６ 異常時の処理 

   調査の続行が困難になった場合は、ただちに監督員に報告し、指示を受けること。 

   この場合においても、上下流から調査するなど、調査の完遂に努め、その原因を把握す

ること。 

 

第３ 報告書 

 １ 調査結果は、下記の事項を明記した報告書を作成し、提出すること。 

（１） 調査目的 

（２） 調査概要 

（３） 案内図 

（４） 調査箇所図 

（５） 調査総括表 

（６） 調査集計表 

（７） 調査記録表 

（８） 本管調査集計表（相模原市システム登録用書式） 

（９） 考察 

（１０）調査記録写真（地上部の全景写真含む） 

（１１）異常箇所図 

（１２）異常箇所写真 

（１３）緊急対応の報告 

 ２ 報告書は、公益社団法人日本下水道協会発行 下水道施設維持管理積算要領管路施設
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編「管路内調査報告書記載要領」を準用し、調査結果を整理し提出すること。 

    なお、管の腐食については、表面の荒れまたは骨材の露出を伴った鉄筋の露出をラン

クＡとする。 

また、破損及びクラックについては、背面側地山の露出を伴った欠落または軸方向・

円周方向クラックをa判定、管材部分のみの軸方向・円周方向クラックをb判定として

評価することも可能とする。 

３ 報告書は、A4判横書きを基本とし、図面は、縮尺、寸法を明記すること。 

   また、紙で提出する際には、表紙には、調査年度、調査件名、調査期間、発注者名、

受注者名等を記入し、背表紙にも調査年度、調査件名、受注者名等を記入すること。 

４ 業務完了後、履行期限までに業務完了届、報告書等の成果品を提出すること。なお、

本仕様書に記載の無い他の成果品の提出については、監督員と協議するものとする。 

５ 調査報告書、画像、動画データ等については、DVD 等に収録し、件名等必要事項を

明記し提出すること。なお、調査報告書の一部を DVD 等のみにすることもできるが、

その際は報告書の提出について、発注者と協議するものとする。 

６ 提出する成果品は、次のとおりとする。 

 

記号 図書名 仕様 提出部数 

（１） 報告書 

調査集計表、調査記録写真、 

緊急対応の報告ほか 

※第３章_第３ 報告書_１のとおり 

１部 

（２） DVD 等 オリジナルデータを含む ２部 

（３） 
その他 

監督員の指示するもの 
 １部 
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全国特別重点調査特記仕様書 

 

（目的） 

第１条 本業務は、「下水道管路の全国特別重点調査について（依頼）（令和７年３月１

８日国土交通省水管理・国土保全局下水道事業課事業マネジメント推進室長事務連絡）」

に基づき、全国特別重点調査を実施するものである。 

 

（特殊大口径テレビカメラ設置における事前調査） 

第２条 特殊大口径テレビカメラ調査を行う際には、事前にカメラの設置方法等の調査を

実施し、必要に応じて足場を設置すること。 

２ 管路内の水位が低い時間帯に調査するのが望ましいことから、作業の時間帯について

は、事前調査実施後、発注者と協議すること。なお、作業の時間帯を変える必要がある際

には、設計変更の対象とする。 

 

（判定基準） 

第３条 本業務では、「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関

する手引き（案）（平成２５年９月国土交通省水管理・国土保全局下水道部）」や「下水道維

持管理指針 実務編 ２０１４年版（日本下水道協会）」に基づき調査判定基準を設定するが、

腐食、たるみ、破損のいずれかにランクAが有れば「Ⅰ：速やかに対策を実施する※」、Bが

あれば「Ⅱ：応急措置を実施した上で、５年以内に対策を実施する」と判定するものとする。 

※原則１年以内（やむを得ない場合は応急措置を実施した上で、速やかに対策を実施） 

 

（緊急度ⅠまたはⅡと判定された際の対応） 

第４条 緊急度ⅠまたはⅡと判定された際には、速やかに発注者に報告し、対策方法につ

いて検討すること。 

２ 緊急度ⅠまたはⅡと判定された箇所においては、空洞調査の実施方法について検討す

ること。なお、空洞調査を実施する際には、設計変更の対象とする。 

 

（専門家によるチェック） 

第５条 本業務では、調査を実施する担当者とは別に、専門家（コンクリート診断士、技

術士（建設部門、上下水道部門）、下水道管路管理総合技士、下水道管路管理主任技士の

いずれかの資格を有するもの）がチェックを行うものとする。業務実施体制については、

契約後、発注者と協議するものとする。 

 

（全国特別重点調査の調書について） 

第６条 本業務における調査結果については、別添「【様式】（調書１）下水道管路の全
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国特別重点調査（管路内調査、空洞調査）」に必要事項を記載し、令和８年２月中旬まで

に発注者に提出すること。なお様式の Excel データは契約後、発注者から提供するものと

する。 

 



【様式】（調書１）下水道管路の全国特別重点調査（管路内調査、空洞調査）

自動計算
基本情報

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37)

(mm) (m) (m) (m) (m) (西暦)

【例】
・国
・県
・市区町村

【例】
・○○地方整備
局
・○○県
・○○市

【例】
・国道○号
・県道○号線
・市道○号線

【例】
・(下流)北緯〇°〇′〇″、東経〇°〇′〇″
 （上流）北緯〇°〇′〇″、東経〇°〇′〇″

※該当する場合は
プルダウンから○
を選択

※該当する場合は
プルダウンから○
を選択

※該当する場合は
プルダウンから○
を選択

※該当する場合は
プルダウンから○
を選択

※該当する場合は
プルダウンから○
を選択

※プルダウン（潜
行目視、テレビカ
メラ、専門家によ
る再チェック）か
ら選択

※プルダウン
（Ⅰ、Ⅱ、Ⅰまた
はⅡと判定されな
かった）から選択

【例】
・止水工事
・必要なし

【例】
・R7.7実施済

【例】
・防食工事

【例】
・R7.4対策実施済み
み
・R8.3対策実施予定

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ）

1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市
1415000 83 関東 14 神奈川県 14150 神奈川県相模原市

対策の内容 対策の実施時期路線名
②管路の腐食しや

すい箇所

③陥没履歴があり
交通への影響が大

きい箇所
④その他

管路内調査の
調査方法左記以外

最優先実施箇所

調査対象(管径2m以上かつ1994年度以前に設置された下水道管路)

ユ
ー

ザ
ー

I
D

地
整
コ
ー

ド

地
整
名

都
道
府
県
コ
ー

ド

都
道
府
県
名

不明
の

場合
①埼玉県八潮市の
道路陥没現場と類
似の構造・地盤条

件の箇所

施工方法 布設年度

管路内調査

(28)の判定の結果、「Ⅰ」または「Ⅱ」と判定された場合、

応急措置の実施時
期

（33）において、
打音調査以外の方
法で実施した場合

の方法名 「Ⅱ」の延長
「ⅠまたはⅡと判
定されなかった」

延長

応急措置の内容

最優先実施箇所の場合

(27)の調査による
判定結果

(28)の判定の結
果、「ⅠまたはⅡ
と判定されなかっ
た」場合、打音調
査等の実施延長

道路管理者等の情報

道路管理者
区分

道路管理者 スパン両端人孔の緯度経度

(33)の打音調査等による判定結果

「Ⅰ」の延長

【記入要領】
○本調査は、管径2000mm以上かつ1994年度以前に設置された下水道管路（汚水管・雨水管・合流管）が対象です。
○(18)〜(20)において、複数の路線にまたがる場合は、全ての路線について路線名等を記入ください。
○(22)〜(25)の最優先実施箇所とは、以下の①〜④のいずれかに該当する箇所である。
 ①埼玉県八潮市の道路陥没現場と類似の構造・地盤条件の箇所：シールド施工において構造上の施工困難箇所（立坑の接続部付近の曲線部（目安R=120m以下）など)で地下水位が高い（地表面から地下水位面までが3m以下）砂質系または緩いシルト質系の地盤（都道府県等が作成している「液状化マップ※」や現場周辺のボーリング調査結果を活用し対象箇所を抽出）※液状化マップによる液状化の可能性が高い地域は地盤の液状化に対する危険度を表す指標であるPL値*（液状化可能性指数）が15以上
 ②管路の腐食しやすい箇所：下水の流路の勾配が著しく変化する箇所又は高低差が著しい箇所、伏越室の壁その他多量の硫化水素の発生により腐食のおそれが大きい箇所、過去の調査で腐食（ランクＣ異状）が確認され防食などの対策が未実施の箇所
 ③陥没履歴があり交通への影響が大きい箇所：緊急輸送道路で、下水道に起因して舗装に一定規模以上（目安として短辺の幅50cm以上かつ深さ20cm以上）の穴が空いた道路陥没があった箇所
 ④その他：沈砂池の堆積土砂が顕著に増加（直近１年間のデータを過年度のデータと比較するなどにより判断）した処理場やポンプ場につながる管路
○(28)の判定基準は、「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き（案）（平成25年９月 国土交通省）」における腐食、たるみ、破損のいずれかにランクＡが有れば「Ⅰ：速やかに対策を実施する」、Ｂが有れば「Ⅱ：応急措置を実施した上で、５年以内に対策を実施する」と判定する。
○(35)〜(37)の判定基準は、「スクリーニング調査を核とした管渠マネジメントシステム技術導入ガイドライン（案）（平成27年12月 国土技術政策総合研究所）」における緊急度Ⅰの場合は「Ⅰ：速やかに対策を実施する」、緊急度Ⅱの場合は「Ⅱ：応急措置を実施した上で、５年以内に対策を実施する」と判定する。
○(45)〜(47),(54)〜(56)の「浅い位置で路面陥没の恐れがある空洞が確認された箇所」は「路面陥没の防止に関するガイドライン（案）（国土交通省 関東地方整備局）」における可能性判定表Ａを想定。「空洞の反応があった箇所」は「路面陥没の防止に関するガイドライン（案）（国土交通省 関東地方整備局）」における可能性判定表Ｂ・Ｃを想定。空洞の判定については、同ガイドラインを参考にするか、各管理者の判定基準がある場合はそちらを使用可。

延長

土被り

管種

下流 上流

市
町
村
コ
ー

ド

市
町
村
名

管渠番号など
(未入力でも可)

管路施設の種
類

管径
スパン
平均



(38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59)

埋設深が2m以浅の場合
(43)の地上からの
簡易な貫入試験を
実施した場合

(44)の管路内から
空洞調査を実施し
た場合

埋設深が2m以浅の場合
(52)の地上からの
簡易な貫入試験を
実施した場合

(53)の管路内から
空洞調査を実施し
た場合

【例】
・止水工事
・必要なし

【例】
・R7.7実施済

【例】
・防食工事

【例】
・R7.4対策実施済み
み
・R8.3対策実施予定

（ｍ） （箇所） （ｍ） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） 【例】
・R7.７対策実施済み

（ｍ） （箇所） （ｍ） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） 【例】
・R7.７対策実施済み

地上からの簡易な貫入試
験（サウンディング試

験）箇所数

浅い位置で路面陥没
の恐れがある空洞が

確認された箇所

(51)の路面からの空洞調査を実施した場合

下水道管路に起因す
る空洞の可能性があ

る箇所
※地下1.5m以上の深
さに空洞がある可能

性のある箇所

管路内からの空洞調査
延長

浅い位置で路面陥没
の恐れがある空洞が

確認された箇所
応急措置の内容 対策の内容 対策の実施時期

応急措置の実施時
期

(35)〜(37)の判定の結果、「Ⅰ」または「Ⅱ」と判定された場合

路面からの空洞調査延長

最優先実施箇所の場合

空洞調査

(35)〜(37)の判定の結果、「Ⅰ」または「Ⅱ」と判定された場合 (51)〜(53)の空洞調査結果

空洞が確認された
箇所

空洞が確認された
箇所

(45)〜(49)の空洞調査の
結果、異状が確認された
場合、対策の実施時期

(28)の判定の結果、「Ⅰ」または「Ⅱ」と判定された場合

埋設深が２mより深い場合

(42)〜(44)の空洞調査結果

(42)の路面からの空洞調査を実施した場合

下水道管路に起因す
る空洞の可能性があ

る箇所
※地下1.5m以上の深
さに空洞がある可能

性のある箇所

空洞の反応があった
箇所

地上からの簡易な貫入試
験（サウンディング試

験）箇所数

(54)〜(58)の空洞調査の
結果、異状が確認された
場合、対策の実施時期

管路内からの空洞調査
延長

埋設深が２mより深い場合

路面からの空洞調査延長
空洞の反応があった

箇所
空洞が確認された

箇所
空洞が確認された

箇所



局地的な大雨に対する安全対策特記仕様書







                

         

              

           

             

             

          

           

           
 

          

             

       

  
  

                         

               

          

   

  

                                                      

     

                 

    



                       

      

        

         

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        

   
         

           
        

   
  

                  

       

       

    

    

 

 

 

    

 

      
                

    



                       
     

 
 
 
 
 

           

         
       
       
                                          

               

               

        
        
        

 
 
 
 
 
 
 

          

        
                                                  
                                                     
                            
                             

        
     

           
           

  
 

  

           
      
     

     
     

     
     
     
     
         
           

               
     

             

                 

    



    



                   
               

                                 

    

          

            

         

            

        

                         

         

                         

     

            

        

                         

      

            

       

            

     

                         

           

                 

    

            

      

                 

             



                   
               

                                 

    

            

       

            

    

                 

             

                  

     

            

             



               
     

               

      

                              

      

            

                 

      

               
      

               

      

                              

     

            

                 

      

               
     

               

      

                              

       

            

                 

      

               
   

               

      

                              

     

            

                 

      

             



     
       

            
      

  
         

               

      

                              

     

             

                 

              

            

                 

          

      

               

     
       

            
     

  
         

               

      

                              

      

            

                 

              

      

               

     
       

            
       

  
         

               

      

                              

        

  

                   

      

               

             



     
       

            
     

  
         

               

      

                              

     

 

                   

      

               

             



   
      

             
     

  
         

      

                         

                              

    

           

       

 

    

           

       

 

     

           

       

 

                  

           

                 

 

        

           

           

 

      

           
       
      

             



   
      

            
                  

  
         

      

                         

                              

     

           

            

      
 

        

           

        

       
  

       

           

       

 

        

           

           

 

      

           
       
    

             



   
      

            
              

  
         

      

                                   
                              

    

           

       

 

     

           

       

 

     

           

       

 

                

           

                 

   
 

            

           

                 

   
 

        

           

        

 

             

           

        

 

             

           

        

 

        

           

           

 

      

           
       
    

             



   
      

            
                

  
         

      

                            
                              

  

           

            

 

       

           

       

 

                

           

        

  

        

           

           

 

      

           
       
    

   
      

            
            

  
         

      

                            
                              

  

             

            

 

       

           

       

 

           

           

        

          
  

        

           

           

 

      

           
       
    

             



   
      

            
      

  
         

      

                                       
                              

     

             

                
       

 

      

           

                
       

 

    

           

                
       

 

     

           

                
       

 

          

           

           

           
 

      

           
       
    

   
        

             
        

  
         

      

                              

                        
       

 

        

           

           

     
 

      

                 

              



   
        

            
     

  
         

      

                              

                     
            

              

      

 

    

       
         
                

          

 

          

           

           

            
 

      

               

   
        

            
       

  
         

      

                              

                                     
            

     
 

    

                  
            

 

        

           

           

     
 

      

               

                                            
                                             
                                
                                     

              



                         
                                        

          
      

     

              
                   

    
  

     
 

         

                      
                    

    
  

     
 

   

              

       
                    

    
  

     
 

          

                 

          
                    

    
  

     
 

         

              
                   

    
  

     
 

   

                   
                   

    
  

     
 

   

                   
                   

         
 

   

              



                                
                                     

     
 

         

       
 

         

       
 

         

     
 

         

      
 

         

    
 

         

     
 

         

    
 

         

        
 

         

 

              



                                 
                                     

             
 

          
               

  
 

              
               

     
       

              
           

            

              



                                   
                                     

                     
      

              

     
               

                   

                
  

          

        
         

          

           
            

          

        
 

          

             
 

          

 

              



(mm) (m) (m) (m) (m) (西暦)

【例】
・国
・県
・市区町村

【例】
・○○地方整備
局
・○○県
・○○市

【例】
・国道○号
・県道○号線
・市道○号線

【例】
・(下流)北緯〇°〇′〇″、東経〇°〇′〇″
 （上流）北緯〇°〇′〇″、東経〇°〇′〇″

3.305E+15 汚水管 2,000 176.5 不明 コンクリート管 推進工法 1984 市区町村 相模原市 市道淵野辺大沼 （下流）北緯35°32′26″、東経139°24′44″
（上流）北緯35°32′30″、東経139°24′39″

3.42106E+15 汚水管 2,000 139.6 11.9 12.5 12.2 コンクリート管 開削工法 1983 市区町村 相模原市 市道大沼通 （下流）北緯35°31′50″、東経139°24′48″
（上流）北緯35°31′54″、東経139°24′49″

3.42106E+15 汚水管 2,000 169.7 12.0 11.9 12.0 コンクリート管 開削工法 1983 市区町村 相模原市 市道大沼通 （下流）北緯35°31′54″、東経139°24′49″
（上流）北緯35°31′44″、東経139°24′46″

4.001E+15 汚水管 2,000 279.4 10.0 11.1 10.5 コンクリート管 開削工法 1983 市区町村 相模原市 市道磯部10号 （下流）北緯35°31′28″、東経139°24′46″
（上流）北緯35°31′37″、東経139°24′43″

4.00109E+15 汚水管 2,000 229.9 11.0 12.0 11.5 コンクリート管 開削工法 1983 市区町村 相模原市 市道大沼通 （下流）北緯35°31′37″、東経139°24′43″
（上流）北緯35°31′44″、東経139°24′46″

4.00606E+15 汚水管 2,000 112.4 9.8 10.0 9.9 コンクリート管 推進工法 1983 市区町村 相模原市 市道磯部大野 （下流）北緯35°31′25″、東経139°24′43″
（上流）北緯35°31′44″、東経139°24′46″

4.007E+15 汚水管 2,000 193.5 8.5 9.8 9.2 コンクリート管 推進工法 1983 市区町村 相模原市 市道麻溝南台 （下流）北緯35°31′19″、東経139°24′44″
（上流）北緯35°31′44″、東経139°24′46″

4.01103E+15 汚水管 2,000 1,210.1 16.1 16.9 16.5 不明 不明 1983 市区町村 相模原市 市道麻溝南台 （下流）北緯35°30′54″、東経139°25′17″
（上流）北緯35°31′28″、東経139°24′46″

4.50301E+15 汚水管 2,000 15.0 14.0 11.8 12.9 不明 不明 1983 市区町村 相模原市 市道新戸翠ヶ丘 （下流）北緯35°30′54″、東経139°25′17″
（上流）北緯35°30′54″、東経139°25′17″

3.40107E+15 汚水管 2,000 31.8 16.5 17.9 17.2 コンクリート管 シールド工法 1984 市区町村 相模原市 市道淵野辺大沼 （下流）北緯35°32′26″、東経139°24′44″
（上流）北緯35°32′25″、東経139°24′45″

3.40185E+15 汚水管 2,000 1,131.0 13.5 17.9 15.7 コンクリート管 シールド工法 1984 市区町村 相模原市 市道大沼92号 （下流）北緯35°31′54″、東経139°24′49″
（上流）北緯35°31′28″、東経139°24′46″

01425617020046090合流管 2,300 163.0 7.4 6.3 コンクリート管 推進工法 1973 市区町村 相模原市 県道503号相模原立川
（下流）北緯35°34′08″、東経139°21′42″
（上流）北緯35°34′13″、東経139°21′46″

01511606014256170合流管 2,300 848.0 9.3 7.4 コンクリート管 推進工法 1973 市区町村 相模原市 県道503号相模原立川
（下流）北緯35°34′13″、東経139°21′46″
（上流）北緯35°34′36″、東経139°22′04″

02004609020096000合流管 4,000 347.3 12.1 11.9 コンクリート管 推進工法 1973 市区町村 相模原市 県道503号相模原立川
（下流）北緯35°33′52″、東経139°21′39″
（上流）北緯35°34′08″、東経139°21′42″

02009600020156160合流管 4,000 281.2 13.9 111.7 コンクリート管 推進工法 1973 市区町村 相模原市 市道相模原横山 （下流）北緯35°33′50″、東経139°21′49″
（上流）北緯35°33′52″、東経139°21′39″

02015616020156170合流管 4,000 203.0 11.0 7.9 コンクリート管 推進工法 1973 市区町村 相模原市 市道横山21号 （下流）北緯35°33′44″、東経139°21′53″
（上流）北緯35°33′50″、東経139°21′49″

02015617020206420合流管 4,600 350.0 11.3 6.0 コンクリート管 推進工法 1973 市区町村 相模原市 市道横山田中 （下流）北緯35°33′32″、東経139°21′51″
（上流）北緯35°33′44″、東経139°21′53″

02020642020258500合流管 4,600 70.0 不明 コンクリート管 推進工法 1973 市区町村 相模原市 市道横山田中 （下流）北緯35°33′31″、東経139°21′50″
（上流）北緯35°33′32″、東経139°21′51″

【集計表】
特殊大口径テレビカメラ調査 5951.4 m

汚水管 3,688.9 m
合流管 2,262.5 m

延長

土被り

管種

下流 上流

管渠番号など
(未入力でも可)

管路施設の種
類

管径
スパン
平均

道路管理者等の情報

道路管理者
区分

道路管理者 スパン両端人孔の緯度経度
不明
の

場合

施工方法 布設年度

路線名

調査対象管きょ一覧表


